
「旧星陽中学校民間公募のプロポ－ザルへのお願い」に対する 

ご回答 

 

①最初は『賃貸１０年』契約でお願いします。 

 １０年間賃貸にしている間、望ましい業者かどうかが見極めることができ 

るため。結果的に、賃貸での応募がゼロの場合は、「譲渡」でも仕方ないが、先

ずは賃貸で募集して欲しい。 

 

（回答） 

１０年間の賃貸借契約での公募を検討いたします。 

 

 

②後々も、三木市が問題交渉に絡める形の契約にしてください 

  後々、何らかの問題が生じ地元地区から業者に意見を出さなければならなく

なった時に、市が間に入って市から業者に申し入れる形をとってくれないと業

者は相手してくれない。 

  三木市から業者に意見が言える形にしておいて欲しい。具体的に、契約の条件

に「契約後についても諸問題に三木市がタッチできるように」という旨の文言を

入れて欲しい。（業者は、契約に際しては地元に理解があることを書いてくるが、

それが実際に履行されるように押さえておかないと安心できない。） 

  また、市の窓口の明確化もお願いしたい。 

 

（回答） 

  賃貸期間につきましては、契約書に「禁止または制限される行為」を定め、騒

音や異臭など近隣環境を損なう行為等を禁止し、契約違反があれば市から是正

を求めるとともに、契約に定めの無い事象につきましても、地域からのご意見等

があれば、市からも申し入れを行います。また、事業者に対しては、地域住民に

対して誠実に対応し、円滑な関係の構築に努めるよう、募集要項に定めます。地

域におきましても、事業者との関係の構築を図っていただきたいと考えており

ます。 

賃貸期間の終了後については、事業者に契約違反等が無く、適切な管理がされ

ておれば、原則売却することを考えておりますので、売却後は土地建物の権利が

事業者に移ることになります。市としては、売買契約の制限(③回答参照)等に抵

触する事象や、市に指導権限がある事象に対しては、引き続き適切に対処して参

ります。 
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③転売になった時、市との契約は引き継ぐことを取り決めておいてください 

  初めの業者と三木市とが約束したことを、例え転売になったとしても次の業

者も引き継がないといけないということを、きちんと契約に入れて欲しい。 

  転売した業者にも同じ約束が守られるように。 

 

 

（回答） 

  売却時に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や、「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律」に規定される事業の用途に供することについて、制限することを検討して

おります。また、転売の際にはこの制限を継承することについても、規定したい

と考えております。 

 

 

④「環境保全協定書」を結んでください 

 大栄環境と三木市はこの協定を結んでいる。結んでいても、ぎりぎりの問題は

起きがちである。今、環境問題が継続して解決できていない口吉川の業者は環境

保全協定を結んでいなかったため、区長会からの再三の申し入れも効かない現

状になっている。環境問題、公害問題が起きる可能性がある業者はダメ。 

 

（回答） 

 今回の公募においては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定される

事業は対象外とすることを考えております。また、地域の代表の方にもプロポー

ザルの審査員に加わっていただきますので、環境問題が懸念されるような事業

者が選定される可能性は低いと考えておりますが、仮に大規模な廃棄物処理場

等の、周辺環境に大きな影響を及ぼす可能性のある事業者が優先交渉権者に選

ばれた場合は、環境保全協定の締結を検討いたします。 

 

 

⑤底地調査をしてください 

グランド東側に隣接する農道は、三木市の土地所有になっているのではない

かと思われる。もし底地調査がないまま賃貸・売却になると、その農道が業者の

ものになってしまうので、農機が通れなくなってしまう恐れがある。 

  この部分は、賃貸・譲渡の募集範囲から外して、以後も三木市で管理を続けて

もらわないと困る。 

  つまり、募集後にそういう土地問題が起こらないように募集前に底地調査を

実施して、所有を明らかにしておいて欲しい。 

 

（回答） 

 既に底地調査を実施しており、農道等については募集の範囲から除外します。 

2



 

 

⑥調査後、募集を開始する前に三木市の案を地元住民に説明する会を設けてく

ださい。 

  三木市の案が確定したら募集を始める前に、地元老人クラブ等の戸主 OB や

女性も参加して地元住民への説明会を開いて欲しい。星陽中創立当時のことを

知る人も含め地元住民が説明を聞いて意見を言える機会が募集開始前に必要で

ある。 

 

（回答） 

  住民説明会の開催につきましては、前向きに検討いたします。 
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旧星陽中学校の利活用事業者公募方針について（案） 

 

 

１ 募集方法 

  公募型プロポーザル 

 

２ 利活用方法の条件（貸与・譲渡） 

市の方針として、普通財産は売却による処分を前提としていま

すが、学校が地域コミュニティの核であったこと等を踏まえ、現

校舎の活用を条件とした貸与とします。 

また、貸与の公募を行っても事業者の決定に至らなかった場合

（条件を緩和して、複数回は実施予定）は、現校舎付きの有償譲

渡又は現校舎を解体した上、更地での有償譲渡を条件とした公募

を実施します。 

 

３ 提案に関する条件 

  「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）」第２条に規定される風俗営業等の用途に供

する事業でないことや、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７条）」第２条に規定される廃棄物の処理等の

用途に供する事業でないことを条件とします。 

 

４ 貸与期間  

１０年間（期間の満了後に、借受事業者は市と協議の上、契約の

更新又は土地・建物等の買取りをすることができます。） 

 

５ 貸与範囲 

 貸与範囲は学校敷地内の土地及び建物等（校舎及び体育館、プ

ール、グラウンド、倉庫等）とし、一括貸与とします。 

また、一括貸与した施設の一部の転貸（転貸を前提とした複数

事業者が一体となった提案など）も可能とします。 

 

６ 契約方式  

 土地・建物の賃貸借契約 

 

７ 賃借料（不動産鑑定額） 

 不動産鑑定を実施して算出します。（賃借料１２カ月分の契約保

証金あり）。 
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８ 廃校利活用にかかる費用負担 

  廃校利活用に係る費用は維持管理費（光熱水費、点検費等）、改

修費（大規模修繕も含む）などすべて事業者の負担とし、市は費

用を負担しません。 

 

９ プロポーザルの主な評価項目 

 事業の趣旨、事業の継続性、地域活性化への貢献、地域社会と

の調和、周辺環境への配慮、借受希望価格など 

 

10 避難所及び地域利用の取扱い 

避難所については、プロポーザルにおける評価項目（地域社会

との調和）とし、提供が可能な範囲を事業者から具体的に提案し

てもらいます。 

地域利用については、事業者から地域との交流や連携に繋がる

計画がある場合は、提案してもらいます（任意）。 
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旧星陽中学校利活用事業者募集要項（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年〇月 

三木市 
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1 旧星陽中学校跡地活用の趣旨 

本市では令和４年３月末をもって閉校となった旧星陽中学校の土地・建物を有効に活用
し、地域の活性化を図るため、現存する校舎や校庭を効果的に活用する事業者を幅広く募
集します。 

 
2 本募集要項の位置付け 

本募集要項は、旧星陽中学校跡地活用事業を実施する事業者を選定するにあたって公表
するものであり、本事業への提案参加を希望する事業者においては、本募集要項の内容を
踏まえて、公募に必要な応募書類等を提出していただくこととなります。 

募集要項の別添資料は、募集要項と一体のもの（以下、これらを総称して「募集要項
等」という。）とします。 

なお、本募集要項等と本募集要項等に関する質問書に対する回答書に相違がある場合
は、その回答書を優先します。 

事業の優先交渉権者の決定にあたっては、公募型プロポーザル方式により選定し、審査
の結果、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とします。 

優先交渉権者は、地域説明会等を実施した後に市との間で、賃貸借契約の締結等、必要
な手続を行い、事業に着手するものとします。 
 
3 物件の概要 

(1) 名称 

旧星陽中学校 
(2) 所在地 

三木市細川町豊地 215 番地 
(3) 交通アクセス 

⼭陽⾃動⾞道三木東 IC より北⻄へ約 4ｋｍ 
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(4) 土地 

対象面積 

公簿面積 17,107 ㎡のうち、P3【建物配置図】で示す赤線範囲内 
 
概要 

用途地域 指定なし（都市計画区域外） 

接面道路状況 南側道路：約 7m 県道 

埋蔵文化財 

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）
第 93 条に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵
地」には該当しません。ただし、遺跡など
が発見された場合には文化財保護法第 96
条に基づく届出が必要となります。 

 

(5) 建物 

種別 構造 階数 延床面積 建築年月 
校舎 RC 3 2,080 ㎡ 昭和 45 年竣工 

昇降口 S 1 39 ㎡ 昭和 46 年竣工 
技術校舎 S 1   232 ㎡ 昭和 46 年竣工 
体育館 S 1 684 ㎡ 昭和 47 年竣工 

体育倉庫 CB 1 38 ㎡ 平成元年竣工 
部外活動室 CB 1 75 ㎡ 昭和 53 年竣工 

便所 CB 1 34 ㎡ 昭和 58 年竣工 
倉庫 S 1 19 ㎡ 昭和 45 年竣工 

ガスボンベ室 CB 1 4.8 ㎡ 昭和 45 年竣工 
プール付属家 CB 1 96 ㎡ 平成 6  年竣工 

配膳室 S 1 24 ㎡ 平成 21 年竣工 
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【校舎見取り図】 

 

 
 

 
 
【建物配置図】 
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(6) 設備 

名称 設置状況、規格等 備考 

電気 従量電灯 B、低圧電力 
詳細は現地により確認して
ください。 

上水道 三木市上水道 
詳細は現地により確認して
ください。 

汚水処理 三木市農業集落排水 

詳細は現地により確認して
ください。 
なお、令和 8 年度に公共下
水道への切り替えを予定し
ています。 

雨水処理 雨水調整施設等なし  

ガス プロパンガス（ボンベは撤去済み） 
詳細は現地により確認して
ください。（手続き必要） 

空調設備 冷暖房完備 
詳細は現地により確認して
ください。（点検必要） 

換気設備 各教室に設置 
詳細は現地により確認して
ください。 

消防設備 消火器等 

廃校後に実施した消防設備
点検の結果、消火器具と誘
導灯及び誘導標識に不良が
あります。 
詳細はお問い合わせくださ
い。 

通信設備 電話回線、インターネット回線なし 
手続き及び工事が必要で
す。 

機械警備 なし 
必要な場合は、新規契約が
必要です。 

 
 

(7) 防災拠点としての指定状況 

   旧星陽中学校は、指定緊急避難場所及び指定避難所に指定されています。 
 
(8) 石綿の有無 

吹付け石綿については除去しておりますが、施設全体の調査は実施していません。 
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(9) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況 

   敷地内において土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定はありません。 
 
4 利活用事業提案の諸条件 

(1) 参加資格要件 

 参加資格要件は次のとおりとします。 
優先交渉権者を決定する日までに、三木市建設工事等請負業者指名停止措置要領及
び三木市建設工事等暴力団排除措置要綱の規定による指名停止措置または指名除外
措置を受けていない者。 

三木市暴力団排除条例（平成 24 年三木市条例第 1 号）第２条第１号で規定する暴
力団、同条例第２条第２号で規定する暴力団員、同条例第２条第３号で規定する暴
力団密接関係者でないこと。 

宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 

本募集要項の募集開始の日現在において、国税、都道府県税及び市区町村税を滞納
していない者。 

地方⾃治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のほか、次の事項
に該当しない者。 

(ア) 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、又は優先
交渉権者を決定する前６か月以内に手形、小切手を不渡りにした者。 

(イ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく
裁判所からの更生手続終結の決定がされていない者。 

(ウ) ⺠事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく
裁判所からの再生手続終結の決定がされていない者。 

応募者は、事業者として土地・建物の賃貸借を行う者で、提案施設の事業期間中に
継続した運営ができる十分な経営能力と優れた企画力を有する法人（以下、「応募
法人」という。）若しくは複数の法人で構成されるグループ（以下、「応募グルー
プ」という。）又は本事業の実施にあたり法人格を取得する予定の団体であるこ
と。 

応募グループで申し込む場合には、代表となる法人を定めること。 

一つの法人が複数の応募をすることはできない。応募グループの場合も一法人とみ
なし、一つの提案を行うものとする。 

応募法人及び応募グループの構成員又は協力企業は、本事業に係る他の応募グルー
プの構成員又は協力企業になることはできない。 

 
(2) 提案に関する条件 

提案に関する条件は次のとおりとします。 
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応募者が、施設の改修計画を立て、整備・維持管理し、事業を運営する提案である
こと。 

事業の継続性が高いこと。 

産業振興や福祉の向上、雇用促進、その他住⺠サービスの向上等、地域活性化に資
する事業であること。 

特定の政治活動又は宗教活動の用に供する事業でないこと。 

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２
号）」第２条に規定される風俗営業等の用途に供する事業でないこと。 

  ⑥「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７条）」第２条に規
定される廃棄物の処理等の用途に供する事業でないこと。 

⑦近隣の住宅に十分配慮すること。 

⑧施設計画及び運営に関して、環境、福祉、防災、防犯等に配慮した計画であるこ
と。 

⑨事業所の開所及び施設の改修・運営にあたっては、都市計画法や建築基準法、消防
法等の関係法令、条例等を遵守すること。 
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(3) 貸付条件 

区分 内容 
貸付者（所有権者） 三木市 
対象施設 校舎、体育館、倉庫、プール及び土地 
契約の種類 土地：賃貸借契約  建物：賃貸借契約 
事業の実施 提案した事業は引き渡し後１年以内に実施するものとし、提案

内容に基づく用途に供するものとし、提案内容に含まれていな
い事業を実施することは認めません。 

貸付期間 貸付期間は、貸付開始日から 10 年間とします。ただし、期間満
了の際、当事者協議の上、引き続き更新又は土地建物等（時
価）を買い取れるもの※とし、以後も同様とします。 
※本物件の賃貸借契約を締結する際に、あわせて売買予約契約
を締結します。 

貸付面積 土地：17,107 ㎡のうち、P3【建物配置図】で示す赤線範囲内 
建物：3,325.8 ㎡ 

貸付対象面積 上記貸付面積の全部とします。一部（部分）貸付は不可としま
す。 

貸付料 建物及び土地は、有償貸付とします。賃貸借料は、不動産鑑
定士の算定による不動産意見価格を最低価格（土地＋建物 賃貸
借料最低額 329,000 円 ／月(別途消費税及び地方消費税)とし、
各事業者が希望する価格を「借受希望価格書（様式第８号）」に
て提案できるものとします。 

契約保証金 契約保証金は、賃貸借料１２か月分の額とし、契約締結まで
に一括して支払ってください。 

なお、契約保証金は、貸付期間満了後に、債権債務を相殺
（未払いの賃貸借料、契約満了日までの損害金等の債務を控除
した残額を返還）した上で、無利息で返還します。また、保証
金返還請求権の譲渡又は質入れは認めません。 

引き渡しの状況 現況での引き渡しとします。 
契約不適合責任 貸付物件について契約不適合部分（「目的物が種類又は品質に

関して契約の内容に適合しない部分のこと」をいう。以下同
じ。）の存在が明らかになった場合であっても、市は貸主として
の契約不適合責任は負いません。 

貸付契約において事
業者が負担する費用 

事業者が建物等に投じた費用の一切を市に請求することは出
来ないものとします。 
①契約に要する費用 

不動産鑑定実施後に確定 
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区分 内容 
②建物等の修繕（小規模のみならず、大規模修繕（主要構造部

（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第５号に
規定する「主要構造部」をいう。以下同じ。）の修繕をい
う。）も含む）、改修に係る工事や用途変更に係る費用 

③光熱水費及び通信費（初年度は引き渡し日以降） 
④各種検査及び点検等にかかる費用（簡易専用水道検査、貯水

槽水質検査、浄化槽法定検査、消防設備保守点検、電気保安
管理業務等） 

⑤各種清掃等にかかる費用（建物の清掃、高圧受変電設備清
掃、貯水槽清掃、浄化槽管理清掃、草刈等） 

⑥機械警備に係る費用 
⑦建物保険料、損害賠償保険料 
⑧事業期間中における備品等の破損等に係る修繕費用 
⑨開発申請に要する費用 
⑩敷地内（法面含む）の樹木等の維持管理に要する費用 
⑪原状回復に係る費用 

 
5 利活用上の制約等 

(1) 既存施設の改修等に係る事前協議 

 既存施設の改修並びに敷地内への新たな工作物等の設置を行う場合は、事前に市と
協議してください。また、物件の修繕や改修等により付加設置したものに関する有益
費償還請求権、造作買取請求権、留置権、その他一切の権利は認められません。 
 

(2) 転貸の禁止 

本物件の全部を転貸することは認められません。ただし、一部分の転貸については
可能です。提案内容に転貸部分がある場合は明示してください。 
 

(3) 原状回復の義務 

本物件を返還する際は、物件内に設置した造作・設備等を撤去し、物件の変更箇所
及び物件に生じた汚損、損傷個所をすべて修復して、物件を引き渡し当初の原状に
戻してください。ただし、市と協議の上、市が承認した場合はこの限りではありま
せん。 
 

(4) 地域住民等との関係 

応募者は、下記に記載する内容を遵守してください。 
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近隣の住宅に十分配慮すること。 

兵庫県景観条例及び規則に基づき、良好な景観の形成に努めること。 

地域環境に与える影響（日影、光害、風害、電波障害、騒音、振動、臭気、景観、
交通渋滞等）に十分配慮すること。 

事業実施に当たっての事前説明等、地域住⺠等に対しては誠実に対応し、円滑な環
境の構築を図ること。 

 
(5) 避難所及び地域利用 

   旧星陽中学校は現在、校舎及び体育館が 2 次避難所に指定されています。避難所及
び地域利用の継続については、必ず維持すべきものとは位置付けていませんが、【様式
6】企画提案書（その２）に利活用案の提案の中で避難所としての利用が可能な範囲を
記載してください。 

また、地域利用についての提案がある場合についても、利用可能な範囲を記載して
ください（任意）。ただし、市は地域利用に係る施設管理及び利用者との調整や費用負
担はしません。 

なお、避難所として提供が可能な場合は、別途、災害時における避難所開設に係る
協定等（人員配置や費用負担など）を締結させていただきます。 

 
(6) 法的制限等 

都市計画法上の制限 

旧星陽中学校は都市計画区域外です。 
構造上の制限 

壁や床スラブに開口を設ける等、本施設の構造に重大な影響を与えるような改造
工事を行うことはできません。ただし、構造上の問題を生じさせない場合において
は、その限りではありませんので、施工内容について事前に市と協議してくださ
い。 
供給処理 

下記の（ア）〜（エ）について、改修を行う場合は事前に市と協議してくださ
い。 

(ア) 上水 
建築物の用途変更に際して、水道工事を行う場合は事業者⾃らの責任により行

ってください。 
また、工事内容と計画使用量が変更になる場合は、市への協議または申請が必

要です。 
(イ) 下水 

施設の汚水処理については農業集落排水により処理をしています。建築物の用
途変更に際しては、事業用途や汚水処理量に応じた増設等は、事業者の責任によ
り行っていただく必要があります。 
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また、工事内容と計画使用量が変更になる場合は、市への協議または申請が必
要です。 

(ウ) 電気及び電話 
追加で電気及び電話の引き込みが必要となる場合は、事業者⾃らの責任により

行ってください。 
(エ) ガス 

火気の使用に関しては、三木市消防本部に相談してください。本施設は、都市
ガスの供給エリア外に立地しています。プロパンガスの使用については、ガス事
業者と協議の上、事業者の責任により行ってください。その他ガスに関して不明
な点は、ガス事業者に確認してください。 

地中障害物等 

事業の支障となる地中障害物等が存在した場合は、関係法令等を遵守し、事業者
⾃らの責任で撤去することとします。 
埋蔵文化財調査 

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 93 条に基づく「周知の埋蔵文化財
包蔵地」には該当しません。ただし、遺跡などが発見された場合には文化財保護
法第 96 条に基づく届出が必要となります。 

石綿及びＰＣＢの処置 

 石綿について、校舎等の全体の調査は実施していません。改修を行う際には、検
体を採取し、石綿含有の有無について調査を実施してください。 

ＰＣＢ使用電気機器の設置状況調査は未実施です。ＰＣＢ使用電気機器が発見さ
れた場合は、速やかに市へ報告してください。 
看板等の設置や景観への配慮について 

看板等を設置する場合、あるいは既存建物の外観の変更を行う場合は、兵庫県屋
外広告物条例、兵庫県景観条例に適合する必要があります。 

なお、施工前に市と協議してください。 
 

(7) その他 

敷地内の立木及び記念碑について 

敷地内の記念樹や記念碑をなるべく残すような活用方法とし、移設や撤去を行う
場合は市と事前に協議してください。 

なお、移設費用等及び原状回復費用は事業者に負担していただきます。 
  

その他 

関係法令や条例等による制約は、本要項に記載する限りではありません。事業者
の責任において、適宜、関係法令を所管する窓口に相談・確認していただき、適法
となるように提案事業の検討を行ってください。 
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(8) 契約に関する事項 

市と事業者が締結する基本協定及び土地・建物の貸付けに係る契約の主な内容を以
下に記載します。 

基本協定 

(ア) 市は、市及び事業者の双方の協議事項、権利義務等についての基本的事項を定
めることを目的に、優先交渉権者と基本協定を締結します。 

(イ) 応募法人が優先交渉権者に選定された場合は、当該応募法人を契約当事者とし
ます。 
応募グループが優先交渉権者に選定された場合は、代表する法人を契約当事者
とします。 

(ウ) 優先交渉権者決定の翌日から１か月以内に事業計画書を提出してください。事
業計画書は、企画提案に基づき、活用事業の基本方針、事業運営計画、事業実
施スケジュール、施設計画等を定めたものです。 

(エ) 優先交渉権者と基本協定を締結できない場合は、次点交渉権者と協定締結の交
渉を行います。 

(オ) 基本協定を締結後、優先交渉権者は市が開催する地域説明会に出席し、事業概
要等の説明を行い、地域住⺠の理解を得ることとします。 

(カ) 協定上の地位を第三者に譲渡することはできません。 
(キ) 基本協定書により、市及び事業者は、協議を行い、募集要項等及び提案事業の

趣旨に反しない限りにおいて合意により本事業の実施に関し、必要な事項（以
下、「追加合意事項」という。）を定めることができます。なお、追加合意事項
は市及び事業者が作成する文書によらなければその効力が発生しないものとし
ます。 

(ク) 基本協定の締結は本契約を約束するものではありません。基本協定締結後の地
域住⺠への説明会を経て、地域住⺠の理解も得られた上で、市と最終調整のも
と契約します。 

土地・建物の貸付けに係る契約及び売買予約契約 

(ア) 市は、事業者による手続等の完了後、応募書類内容、基本協定、基本協定書に
基づく追加合意事項に基づき速やかに、事業者と土地・建物の貸付けに係る契
約及び売買予約契約を締結するものとします。 

(イ) 優先交渉者と土地・建物の貸付けに係る契約を締結できない場合は、次点交渉
権者との交渉を行います。 

契約の解除等 

(ア) 事業者の債務不履行等による場合 
市が次の事由に該当すると認めるときは基本協定を解除し、土地・建物の貸付

けに係る契約及び売買予約契約を締結しない、又は既に締結したこれらの契約を
解除することができるものとします。 
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(a) 事業者が資格を偽る等不正な行為により本対象地を借り受けたとき。 
(b) 事業者が契約に定める義務を履行しないとき。 
(c) 事業者が破産手続開始、⺠事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開

始若しくはこれに類する法的倒産処理手続の申し立てを受け、又はこれを⾃
ら申し立てたとき。 

(d) 営業譲渡の決議がされたとき、強制執行の申立て、競売申立て、仮処分の申
立てを受けたとき。 

なお、(a)〜(d)により市が基本協定及び土地・建物の貸付けに係る契約及び売買
予約契約の締結を解除し、市に損害が生じたときは、事業者はその損害を賠償し
なければならない。 

(イ) 不可抗力又は法令改正による場合 
不可抗力又は法令改正により、⻑期にわたる事業停止等が生じ又は事業実施に

過大な追加費用が発生する等事業の継続が困難であると認めるときは基本協定を
解除し、土地・建物の貸付けに係る契約及び売買予約契約を締結しない、又は既
に締結したこれらの契約を解除することができるものとします。 

(ウ) 公用・公共用に供する場合※ 
賃貸借の期間中であっても、市、国又は他の地方公共団体その他公共団体にお

いて公用又は公共用に供する必要が生じたときは、この契約を解除することがで
きるものとします。 

※旧星陽中学校について、廃校施設の整備方針の中で行政目的での使用はしないと
していることから、現時点では公用・公共用に供することは想定していません。 

 
6 応募の手続 

(1) 募集要項の配布 

本要項は令和〇年〇月〇日（〇）から本市ホームページ（https://www.city.miki.lg.jp
/）でダウンロードできます。 

 
(2) スケジュール 

内容 日程 
募集要項等の配布 
（ホームページからダウンロード） 

令和〇年〇月〇日（ ）〜 

現地見学 随時※日程調整の上、実施日を決定します。 

質問書の受付 
令和〇年〇月〇日（ ）〜 
令和〇年〇月〇日（ ） 

プロポーザル参加申込 
令和〇年〇月〇日（ ）〜 
令和〇年〇月〇日（ ） 
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一次審査（書類審査） 
※ 一次審査を実施しない場合もあります。  

二次審査（プレゼンテーション審
査） 

 

優先交渉権者の決定通知発送  

 
(3) 提出書類 

提出書類 提出部数 提出期限 
説明会・現地見学への参加申し込み 

 【様式１】現地見学参加申込書 １部 随時 

 【様式２】参考図面等貸与申請書 １部 随時 

 【様式３】参加表明書 １部 〇月〇日（ ） 

 【様式４】事業者概要書 
添付書類 
  定款、規約、会則その他これらに類する書

類の写し 
  団体等紹介パンフレット等 
  県税、市税、法人税、消費税及び地方消費

税の納税証明書（発行後３か月以内の原
本） 
  法人登記履歴事項全部証明書（発行後３か

月以内の原本） 
  決算書（直近３期分の財務三表※）の写し 

※ただし、キャッシュフロー計算書については作成し
ている場合のみ写しを添付。 

【様式５】企画提案書（その１） 
【様式６】企画提案書（その２） 
【様式７】資金計画書 
【様式８】借受希望価格書 

各 15 部 
 
CD-R １枚 
 
グループ応募
の場合、【様
式４】につい
て各事業者分
の書類 

〇月〇日（ ） 

 【様式⾃由】プレゼンテーション資料 
（プロジェクタを使用する場合はスライド資
料と同じ内容のものとします。） 

15 部 
 
CD-R １枚 

〇月〇日（ ） 
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(4) 現地見学等 

現地見学の実施について 

現地見学については希望があれば随時実施します。 
申し込みは、「現地見学参加申込書【様式１】」に必要事項を記入し、事務局
（kikakuseisaku@city.miki.lg.jp）に電子メールでお申し込みください。 

日程調整の上、実施しますので必ずしも希望の日時に実施できるわけではないこと
をご了承ください。現地見学は任意参加とし、現地集合・現地解散とします。 
図面等の貸与及び複写について 

設計技術者向けの参考図面等の貸与について、随時受け付けします。「参考図面等
貸与申請書【様式２】」に記載された条件に同意のうえ、必要事項を記入し、事務
局へ提出してください。図面等は、1 部しかないものが大半となりますので、貸与
した日の翌開庁日 17 時までに返却してください。なお、図面等の複写について
は、本事業への活用に限り認めます。 

(5) 質問及び回答 

①書面による質疑応答 

令和〇年〇月〇日( )〜〇月〇日( ）17 時までを質問受付期間とします。質問
書【様式９】による質問のみ受け付けます。質問書は、電子メールで事務局へ送付
してください。電話や窓口での質疑には応じられませんので、ご了承ください。 

②質問に対する回答の方法 

質問に対する回答は令和〇年〇月〇日（ ）までに本市ホームページで公表しま
す。回答の公表をもって、本要項の修正又は追加として、本要項と同様に扱うもの
とします。受付期間中であっても、整理できたものから随時公表する予定です。 

なお、質問は原文のまま公表しますので、アイディア保護等の観点から公表に支
障のある内容についてはご注意ください。質問者の所属氏名等は公表しません。ま
た、単なる意見の表明と解されるものについては回答しないことがあります。 

 
(6) プロポーザル参加申込の提出期限 

参加申込の提出期限は〇月〇日（ ）17 時（必着）です。その他必要と認める場
合には、上記以外の書類等の提出を求める場合があります。 
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(7) 応募書類の編綴 

提案書類はプレゼンテーション資料を一番手前に、その後ろに【様式４】〜【様式
８】の順番でファイルに綴じてください。ファイルは１部ずつ右側にインデックス
（「プレゼンテーション資料」、「様式４」〜「様式８」）を付して 15 部を提出してく
ださい。 

 
 

 

     
 
 
(8) 応募書類の提出方法 

 担当窓口（三木市役所本庁４階企画政策課企画政策係）まで持参又は郵送としま
す。郵送する場合は配達証明付書留郵便とし、受付期限までに必着とします。郵送の
場合には事前に郵送提出の旨を市担当まで連絡してください。 
 

(9) 応募書類に使用する言語等について 

使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法
（平成４年法律第 51 号）に定める単位としてください。 

 
(10) 応募書類の差替えについて 

応募書類提出後の内容変更及び差替えは原則として認めません。ただし、やむを得
ない事情があると市が判断した場合には、内容変更及び差替えを認めることがありま
す。 

 
(11) 応募書類の返却について 

提出された応募書類等は、返却しないものとします。 

表紙、背表紙を記入してください。 
（例）“旧星陽中学校跡地利活用に係る事業提案書 

株式会社○○○○           ” 

右側にインデックスを付して、15 部を提
出してください。 
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(12) その他 

応募者の複数提案の禁止 

一応募者につき一提案とします。 
費用の負担 

応募に必要な書類の作成、提出書類の取得等、一切の費用は応募者の負担としま
す。 
本市が提供する資料等の取扱い 

本市が提供する資料等は、本応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止し
ます。 
応募書類、その他応募者から提出された書類の取扱い 

応募書類、その他応募者から提出された書類（以下、「応募書類等」という。）の
著作権は応募者に帰属するものとし、応募書類等の内容等については、審査結果の
公表において、本市が必要と認める範囲で公表できるものとします。ただし、応募
書類等に関して本市が知り得た事項のうち、応募者の権利、競争上の地位その他応
募者の権利利益を害すると認められる等の理由により機密を要するものを除きま
す。 
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7 審査に関する事項 

(1) 一次審査（書類審査） 

応募者が５事業者を超える場合には、提出のあった応募書類等について、一次審査
を行う場合があります。 

なお、一次審査の結果については、応募者全員に対し、郵送にて書面で通知しま
す。 

 
(2) 二次審査（プレゼンテーション審査） 

審査方法 

プレゼンテーションによる審査を行います。 
提案事業の評価は，選定審査会が行います。提案者のプレゼンテーションについ

て、各審査会委員が別紙「審査項目一覧」に基づいて点数評価したものを合計し、
以下のア及びイのいずれも満たす者を優先交渉権者とし、ア及びウのいずれも満た
す者を次点交渉権者とします。 

(ア) 合計得点が、以下の式を満たしている者。 
合計得点≧評価項目の合計点×審査会委員の人数×60/100 

(イ) 合計得点が最も高い者。 
(ウ) 合計得点が二番目に高い者。 
また、評価の結果、上述の優先交渉権者又は次点交渉権者の要件に該当する者が

複数あった場合には、選定審査会の協議により、優先交渉権者及び次点交渉権者を
選定します。 

なお、選定審査会において、提出された提案が適格でないと判断した場合には、
優先交渉権者及び次点交渉権者を選定しない場合があります。 

 
実施方法 

プレゼンテーションの実施方法等については、次のとおりとします。 
(ア) プレゼンテーションは提出した応募書類または応募書類提出時に合わせて提出

したデータに基づき実施する。 
(イ) プレゼンテーションの時間は、１応募者あたり 15 分程度とする。 
(ウ) プレゼンテーションの実施終了後、30 分程度の質疑応答時間を設ける。 
(エ) プレゼンテーション会場への入場者は、3 名以内とする。 
(オ) プレゼンテーションに必要となるスクリーン、プロジェクタの機器類は、本市

で用意する。 
 
(3) 審査結果の公表 

審査結果については、市のホームページで公表するほか、プレゼンテーション審査
の参加者に対して、郵送で通知します。 

なお、評価の経緯及び結果についての異議の申し立ては受け付けません。 
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8 地域説明会 

優先交渉権者は、後日、提案事業の内容について地域住⺠等への説明会を開催するもの
とします。開催日時及び場所等については、市と協議を行うこととします。 
 
9 失格事項 

次のいずれかに該当する場合には失格となることがあります。 
(1) 提出書類等が本要項の記載方法及び提出方法等に適合しない場合 
(2) 虚偽の内容が記載されている場合 
(3) その他、本要項に違反すると認められた場合 
(4) 選考の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

 
10 辞退について 

「参加表明書【様式３】」の提出後に辞退する場合は、「参加辞退届【様式 10】」に辞退の
理由を明記し、令和〇年〇月〇日（ ）（必着）までに事務局に提出してください。提出
方法は、持参又は郵送とします。 
 
11 その他 

(1) 本事業提案への参加に必要な費用は、全て応募者の負担とします。 
(2) 提案事業等の内容については、公表する場合があります。 
(3) 市の総合計画や統計資料など市政に関する各種資料については、市のホームページ

（https://www.city.miki.lg.jp/）などをご活用ください。 
(4) 優先交渉権者等に選定されたことにより、各種許認可等の審査が免除されるもので

はありません。関係法令、条例等の適用については、事業者⾃らの責任で関係機関
に確認のうえ、適切に対応してください。 

(5) 本要項に定めるもののほか、必要な事項については、市の指示に従ってください。 
 
12 事務局・問合せ先 

三木市 総合政策部 企画政策課 企画政策係 
〒673-0492 三木市上の丸町 10-30 
TEL：0794 -89-2314 FAX：0794-82-9755 
E-mail：kikakuseisaku@city.miki.lg.jp 
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資料4 

 

廃校利活用事業者選定プロポーザル審査委員会名簿（案） 

 
R7.11.13 

区分 部署名 職位 氏名 

委員長 総合政策部 部長 赤松 宏朗 

副委員長 

細川地区 区長協議会長 田村 正敏 

口吉川地区 区長協議会長 密 祐浩 

委員 

総務部 部長 藤原 健二 

教育総務部  部長 森田 眞規 

増田地区 区長 池町 徹也 

大柿地区 区長 米村 好正 

中小企業サポートセンター 相談員 後藤 雅明 

 

27



R8年度

８月

旧星陽中学校スケジュール表(予定)

７月

R7年度

３月

プロポーザルの実施

１２月 １月 ２月

プロポーザル審査委員
会の設置

地域との調整

１１月

不動産鑑定の実施

４月 ５月

広報

６月

審査

募集要項作成

地域との意見交換会

プロポーザル審査会委員設置要項の制定、委員就任依

一次審査

（書面）

二次審査
（プレゼン）

委員会報告

公有財産運用委員会

資料5

優先交渉権者決定

記者発表 広報誌掲載

増田地区住民説明会

プロポーザル審査委員会（第1回）

28


